
「保険法」施行についてのお知らせ 

２０１０年４月１日より、「保険法」が施行されます。 
「保険法」とは、保険契約に関する一般的なルールについて定めた法律です。２０１０年４月に「保
険法」が施行されますので、その概要をお知らせいたします。 

 
 
 

保険契約に関する基本的なルールは、これまで商法の中に規定されていましたが、明治３２年の商
法制定後、実質的な改正が行われておらず、表記がカタカナ・文語体のままでした。 

Ⅰ．「保険法」の概要 

そこで、社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、商法から独立した「保険法」
が制定され、２０１０年４月１日に施行されることになりました。    

「保険法」の概要    
1. 傷害疾病定額保険（医療保険やがん保険等が該当）に関する規定を新設 
2. 保険契約者・被保険者・保険金受取人を保護する規定を整備 
z 保険契約締結時の際の告知についてのルールを整備 
z 保険金・給付金等の支払時期についての規定を新設 

3. モラルリスク防止のための規定を新設 
z 重大事由（詐欺等）があった場合、保険会社が保険契約を解除できる規定を新設 

4. 保険金受取人の変更に関する規定を整備  
z 保険金受取人変更の意思表示の相手方は保険会社であること、遺言による受取人の変更も可
能であること等の規定を整備 

 
 
 
 
「保険法」は、施行日（２０１０年４月１日）以降に締結される保険契約に適用されますが、一部

の条文は「保険法」施行前にご加入いただいた契約にも適用されます（下記の３項目）。このため、「保
険法」の適用条文に対応した「保険法の施行に関する特則」を新設し、契約日が２０１０年３月１日
以前の保険契約に対して、２０１０年３月２日付でこの特則を付加いたします。 

Ⅱ．ご加入いただいている保険契約への影響 

なお、この特則の付加により、現在ご加入いただいている保険契約の保険料、保険金額および保障内
容に変更はありません。 

 
1. 保険金・給付金等の支払時期 
2. 重大事由による解除 
3. 保険金等の受取人による保険契約の存続 

 
 
 
 
 

Ⅲ．「保険法の施行に関する特則」の概要

お客様の保険契約に適用させていただく「保険法の施行に関する特則」の主なポイントは、以下の
とおりです。 

 
1．【保険金・給付金等の支払時期】保険法の施行に関する特則 第２条 

適用開始日：２０１０年３月２日以後に保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事
由が発生した場合に適用します。 

z 保険金・給付金等をお支払いするにあたり、お客様からご請求いただいた後に、医療機関等へ
確認や照会を行ない、支払事由に該当しているかどうかの確認等を行う場合があります。保険
金・給付金等のお支払期限については、商法に規定がなかったため、従来の約款では、この確
認等を要する場合の具体的な記載が明記されていませんでした。 
z 今回の「保険法」で、保険金・給付金等のお支払期限に関する規定が新設されたことを受け、
確認等が必要な場合のお支払期限について、「保険法の施行に関する特則」において、以下のと
おり規定しています。規定した期限を経過して保険金・給付金等をお支払いする場合には、遅
延利息を付けてお支払いします。 

 
（1）保険金・給付金等のご請求があった場合、原則として、請求書類が当社に到着した日から

その日を含めて５営業日以内(＊１)にお支払いします。 
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（2）ただし、当社が保険金・給付金等のお支払いのために事実の確認を行う必要がある場合に
は、支払期限が次の通り延長されます。 

 保険金・給付金等をお支払いするために、事実確認が必要な
場合 

支払期限 

① 

・ お支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 
・ お支払の免責事由に該当する可能性がある場合 
・ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 
・ 重大事由、詐欺などに該当する可能性がある場合 

請求書類が当社
に到着した日か
らその日を含め
て４５日以内 
(＊２) 

② 

上記①の確認を行うために、特別な照会や調査が不可欠な場合 
・ 弁護士法にもとづく照会、その他の法令にもとづく照会 
・ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術

的な特別の調査、分析または鑑定 
・ 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 
・ 日本国外における調査 

請求書類が当社
に到着した日か
らその日を含め
て１８０日以内
(＊２) 

 
(＊１)ご契約の保険種類によって、請求書類が当社の本社に到着した日の翌日からその日を含め

て７日以内（または５営業日以内）にお支払いする旨を約款にて定めたご契約の場合、請
求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内にお支払いします。 

 
(＊２)ご契約の保険種類によって、請求書類が当社の本社に到着した日の翌日からその日を含め

て７日以内（または５営業日以内）にお支払いする旨を約款にて定めたご契約の場合、請
求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて４５日以内（または１８０日以内）
とします。 

 
 

２．【重大事由による解除】保険法の施行に関する特則 第３条 
適用開始日：２０１０年３月２日以後に適用します。 
z 保険契約者・被保険者・保険金受取人が故意に保険事故を起こしたり、保険事故を装って不正
に保険金・給付金等を請求した場合など、保険契約者等と保険会社との間の信頼関係が損なわ
れ、保険契約を継続することが困難な場合、保険会社は保険契約を解除できる制度が「保険法」
に新設されました。 
z 当社では、これまでの約款に重大事由による保険契約解除の規定がありますが、「保険法」に則
り、解除の要件について死亡保険金とその他の保険金・給付金等とで規定を分けるなど、明確
に規定しました。 
 

 
３．【保険金等の受取人による契約の存続】保険法の施行に関する特則 第４条 
  適用開始日：２０１０年４月１日以後に当社に差押債権者等から解約通知が到着した場合に適用

します。 
z 保険契約の差押債権者等が保険契約を解除しようとした場合、1 ヶ月以内に一定の条件を満た
した保険金・給付金等の受取人が、契約者の同意を得て、支払うべき金額を差押債権者等に支
払い、加えて当社に通知することにより、保険契約を存続させることができる制度（介入権）
が、「保険法」に新設されました。 
z この制度は、一旦保険契約が解約されると、被保険者の健康状態や年齢等によっては再度保険
にご加入いただくことが困難となることがある等の不利益を考慮し、規定されたものです。 

 
 
    

【お問い合わせ先】

アクサ生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター
連絡先  ０１２０－９５３－６９３
受付時間  ９：００～１７：００(土・日・祝および年末年始当社休業日を除く)

※本件については弊社ホームページにも掲載しております。
    WWW.axa.co.jp/life/
なお、保険法改正に関する概要については「生命保険協会」のホームページで閲覧可能です。



 

 

 

この書面は、ご契約中の商品の「ご契約のしおり・約款」につきまして、一部追加・変更となった内容が記載されており
ますので、「ご契約のしおり・約款」本体冊子と併せてご一読いただき、大切に保管いただきますよう、お願いいたします。

保険法の施行に関する特則 
アクサ生命保険株式会社 

［この特則の適用］ 

第１条 この特則は、保険法施行前に締結された主たる保険契約（主たる保険契約に付加されている特約を含み、以下「主契約等」とい

います。）に適用します。 

２．前項の規定により、この特則を適用した場合には、主たる保険契約の普通保険約款（主たる保険契約に付加されている特約の特

約条項を含み、以下「主約款等」といいます。）の規定にかかわらず、この特則に定めるところにより取り扱います。 

 

［保険金等の請求・支払の時期および場所］ 

第２条 保険金、給付金または年金（給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。）は、その請求に必要な書類が会社

に到着した日の翌日からその日を含めて５営業日以内（主約款等に保険金等の請求に必要な書類が会社の本社に到着した日からそ

の日を含めて５営業日以内に保険金等を支払う旨の定めがある場合は、その請求に必要な書類が会社に到着した日からその日を含

めて５営業日以内）に、会社の本社または指定した場所で支払います。 

２．保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、主契約等の締結時から保険金等請求時までに会社に提出

された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師による診断を含みます。）

を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日（主

約款等に保険金等の請求に必要な書類が会社の本社に到着した日からその日を含めて５営業日以内に保険金等を支払う旨の定め

がある場合は、必要な書類が会社に到着した日。以下本条において同じ。）からその日を含めて４５日を経過する日とします。 

（１） 保険金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 

保険金等の支払事由に該当する事実の有無 

（２） 保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 

保険金等の支払事由が発生した原因 

（３） 告知義務違反に該当する可能性がある場合 

会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 

（４） 主約款等またはこの特則に定める重大事由、詐欺もしくは不法取得目的に該当する可能性がある場合 

前２号に定める事項または保険契約者（以下「契約者」といいます。）、主契約等の被保険者もしくは保険金等の受取人

の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実 

３．前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、保険金

等を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数（各号のうち複数に該当

する場合であっても、１８０日）を経過する日とします。 

（１） 前項第２号から第４号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 １８０日 
（２） 前項第１号、第２号または第４号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な

特別の調査、分析または鑑定 １８０日 
（３） 前項第１号、第２号または第４号に定める事項に関し、契約者、主契約等の被保険者または保険金等の受取人を被疑者と

して、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第１号、第２号または

第４号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対

する照会 １８０日 

（４） 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 １８０日 

４．前２項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、主契約等の被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨

げ、またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、これ

により当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。 

５．保険料の払込の免除の請求を受けた場合、会社は、前４項の規定を準用します。 

６．第２項または第３項に掲げる必要な事項の確認を行なう場合、会社は、契約者または保険金等の受取人に通知をします。 

 

［重大事由による解除］ 

第３条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、主契約等を将来に向って解除することができます。 

（１） 契約者または主契約等の死亡保険金（死亡保険金、死亡給付金、死亡年金その他の死亡給付を含みます。）の受取人が、

死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。）を詐取する目的または

他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合 

（２） 契約者、主契約等の被保険者または保険金等の受取人が、主契約等の保険金等（前号に定める主契約等の死亡保険金を除

き、保険料の払込の免除を含みます。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をし

た場合 

（３） 主契約等の保険金等（保険料の払込の免除を含みます。）の請求に関し、保険金等の受取人（保険料の払込の免除の請求

の場合は契約者）に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合 

（４） 会社の契約者、主契約等の被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、主契約等の存続を困難とする第１号

から第３号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合 

２．会社は、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって主契約等を解除することがで

きます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込の免除事由による保険金等を支

払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求し、ま

たは保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。 

３．本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知で

きない場合には、会社は、主契約等の被保険者または保険金等の受取人に通知します。 

４．主契約等を解除した場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。 

 

［保険金等の受取人による主契約等の存続］ 

第４条 契約者以外の者で主契約等の解約をすることができる者（以下「債権者等」といいます。）による主契約等の解約は、解約の通知

が会社に到着した時から１ヵ月を経過した日に効力を生じます。 

２．前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金等の受取人は、契約者の同意を得て、前

項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき

金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。 

1 



 

2 

 

（１） 契約者もしくは主契約等の被保険者の親族または主契約等の被保険者本人であること 
（２） 契約者でないこと 
３．第１項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険

金等の支払事由が生じ、会社が保険金等（主契約等の被保険者の傷害または疾病に該当することを支払事由とする保険金等の場合

には、その保険金等を支払うことにより、その主契約等が消滅するものに限ります。）を支払うべきときは、当該支払うべき金額

の限度で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残

額を、その保険金等の受取人に支払います。 

４．前項のほか、第１項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第２項の規定により効力が生じなくな

るまでに、入院無事故給付金、入学祝金または生存給付金（保険期間中にその支払いにより、その主契約等の保険料積立金が減少

するものに限り、給付の名称の如何を問いません。以下「入院無事故給付金等」といいます。）の支払事由が生じ、会社が入院無

事故給付金等を支払うべきときは、主約款等の入院無事故給付金等の支払に関する規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱い

ます。 

（１） 入院無事故給付金等の額が第２項本文の金額に満たないとき 

第２項本文の金額を当該金額から入院無事故給付金等の額を差し引いた金額に改め、前２項の規定を適用します。 

（２） 入院無事故給付金等の額が第２項本文の金額以上であるとき 

入院無事故給付金等の額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、入院無事故給付金等の受取人に支払いま

す。この場合、第１項の解約はその効力を生じません。 

５．非更新型家族収入特約、家族収入特約（01）、家族収入特約、家族収入特約（無配当）または年金払定期保険特約が付加された

保険契約にこの特則を付加した場合で、第１回の特約年金の支払額の限度で第２項本文の金額に満たないときは、主約款等の特約

年金の支払に関する規定にかかわらず、第１回の特約年金に加え、第２回以後の特約年金の支払に代えて、第２回以後の特約年金

の現価に相当する金額を一括して支払います。この場合、当該金額を特約年金の支払うべき金額の限度とします。 

 

［年金保険に付加した場合の取扱］ 

第５条 個人年金保険、変額個人年金保険、株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険（米ドル建）、変額個人年金保険（米ド

ル建）、変額個人年金保険（06）、保証期間付終身年金保険または財形年金保険にこの特則を付加した場合で、前条第１項の解約の

通知が会社に到着した時から１ヵ月を経過する日が年金支払開始日以後となるときは、前条の規定は適用しません。 

 

［年金払定期付積立型変額保険に付加した場合の取扱］ 

第６条 年金払定期付積立型変額保険にこの特則を付加した場合には、第４条［保険金等の受取人による主契約等の存続］第３項の規定

にかかわらず、次のとおり取り扱います。 

（１） 第４条第１項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第４条第２項の規定により効力が生じ

なくなるまでに、第１回の年金の支払事由が生じ、会社が年金を支払うべきときは、次の（ア）から（ウ）までに定める支

払うべき金額の限度で、第４条第２項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に

支払った金額を差し引いた残額を、年金受取人に支払います。 

（ア） 普通保険約款第１０条［年金および保険金の支払］第３項に定める一時に支払う金額（未控除危険保険料等がある

ときは当該未控除保険料等を控除した金額） 

（イ） 前（ア）の金額がないときまたは前（ア）の金額が第４条第２項本文の金額に満たないときは、第１回の年金の支

払額および前（ア）の金額の合計額 

（ウ） 前（イ）の金額が第４条第２項本文の金額に満たないときは、普通保険約款第１０条［年金および保険金の支払］

の規定にかかわらず、第１回の年金に加え、第２回以後の年金の支払に代えて、第２回以後の年金の現価に相当する

金額を一括して支払います。この場合、当該金額および前（ア）の金額の合計額 

（２） 第４条第１項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第４条第２項の規定により効力が生じ

なくなるまでに、満期保険金の支払事由が生じ、会社が満期保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第

４条第２項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた

残額を、満期保険金受取人に支払います。 

 

［限定告知型終身医療保険に付加した場合の取扱］ 

第７条 限定告知型終身医療保険にこの特則を付加した場合には、第４条［保険金等の受取人による主契約等の存続］第３項中「保険金

等の支払事由が生じ」を「被保険者が死亡し」に読み替えます。 

 

［年齢群団別定期保険または新医療保険に付加した場合の取扱］ 

第８条 年齢群団別定期保険または新医療保険にこの特則を付加した場合には、第４条［保険金等の受取人による主契約等の存続］の規

定は適用しません。 

 

［この特則の解約］ 

第９条 この特則のみの解約はできません。 

 

［主約款等の規定の準用］ 

第１０条 この特則に別段の定めのない場合には、主約款等の規定を準用します。 

 

 

附則 

１．第２条［保険金等の請求・支払の時期および場所］は、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が平成２２年３月２日以

後に発生した場合に適用します。 

２．第３条［重大事由による解除］は、平成２２年３月２日以後に適用します。 

３．第４条［保険金等の受取人による主契約等の存続］は、同条第１項に定める解約の通知が平成２２年４月１日以後に会社に到着した

場合に適用します。 
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